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Ⅰ はじめに

プロバイダ等の責任に関するイギリス法の

特徴として最初に思い浮かぶのは､名書敗損

法関連の議論である｡名誉投損に関する法は､

イングランド(1)において数百年にわたって無

数の判決を通 して発達し､さらに必要に応 じ

て議会によって多少修正されてきたものが基

礎になっているために､不法行為法のなかで

も最 も専門的かつ複雑な分野の一つになって

いる｡記者やインターネット･ユーザーが名

誉投損法を知 り､正 しく理解することは､き

わめて困難である｡また､原告にとっては､

訴訟の結果を予測することは､決 して容易で

はない｡

近年､インターネットやオンライン･サー

ビスの利用が爆発的に増大 してきていること

に伴い､名誉投損に関する現行法が徐々に時

代と合わなくなっていることは明らかである｡

今日､｢イングランドの名誉殴損法は国の恥

である｣という表現さえ耳に入る｡

一方､アメリカの連邦議会は､これに対 し､

2010年に､アメリカの個人 ･法人を被告とす

る ｢外国の名誉穀損訴訟判決の釆認および執

行を禁止する｣ためにSPEECH法 (Securing

theProtectionofourEnduringandEstab-

lishedConstitutiollalHeritageAct)を制 定

ジ ョ ン ･ ミ ドル ト ン

している｡それは､ここ20年の間ロンドンが

世界中の名書簸損訴訟のメッカとして知られ

るようになっているにもかかわらず､アメリ

カ合衆国憲法修正 1条のもとでの国民の言論

の自由がそこでは十分保護されていないとみ

られるからである｡

そこで､イギリスの議会は､2012年 3月現

在､現行法のいつくかの修正を前向きに検討

しているところであり､今後改正法案を公表

する見込みである｡

本稿では､再公表者の責任に関する現行法

および裁判管轄権に関する問題に焦点を当て

ながら､その名誉穀損法改正の立法に向けた

最近の動向について考察することにする｡

Ⅰ インターネットと再公表者の責任

1 コモンロー上の再公表者の責任

イングランドにおいては､名誉簸損的表現

を繰 り返 しまたは再公表す る者 (republi-

sher)はす べ て､第 一 次 公 表 者 (original

publisher)として責任を負う｡第二次公表者

は､第一次公表者を特定しまたは自分自身の

表現を公表 したのではなく､第一次公表者の

表現を報 じただけであると主張 しても､免責

事由とはならない (2)｡

新聞記事の場合は､執筆者､編集者､発行

(1) ここでいうイングランドは､地域的には､連合王国 (イギリス)のなかのイングランドおよびウェールズ

を意味し､スコットランドおよび北アイルランドを除く｡

(2)McPheysonv.Daniels(1829)109ER448.
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者､印刷者､会社所有者､および- 善意の

流布 (innocentdissemination)の免責事由が

適用される場合を除き- 配布者 (distribu-

tor)ならびに小売業者のすべてが､責任 を

負わなければならない可能性がある｡ラジオ

局およびテレビ局においても同様の役割を担

う者は､名誉簸損的表現を放送 したことにつ

いて責任を負うことになる｡

免責される善意の流布 というのは､新聞 ･

雑誌小売業者､書店､図書館､または他の配

布者が公表物に名誉投損的表現が含まれてい

たことを知らなかったこと､それが当該表現

を含んでいると信 じるに足 りる理由がなかっ

たこと､およびそのような知識を欠いていた

ことが自らの過失によるものでなかったこと

を立証できる場合に限り適用される(3)｡この

ことは､配布者は公表物が名誉投損的表現を

含む可能性があることを知っておりまたは知

るべきである場合には､責任を負うというこ

とである｡ したがって､配布者は､名誉投損

的表現が､論争のある事項を掲載する傾向の

ある新聞に含まれているだけで､その公表の

責任を負わなければならない可能性がある｡

再公表に関する配布者の責任に関連する

ゴール ドスミス対スペ リングズ社事件(4)にお

い て､イ ング ラ ン ドの控 訴 院 (Courtof

Appeal)の多数意見は､原告が主張する名誉

敗損についてはあらゆる配布者に対 し訴訟を

提起することが可能である､と判示 した｡ス

カーマ ン裁 判 官 お よび ブ リッジ裁 判 官

(LordsScarmanandBridge)は､プレスの

自由の侵害のおそれがあるかもしれないが､

そのおそれは､原告に由来するものではなく､

法に由来するものであると考えた｡法に基づ

く配布者に対する訴権を存続すべきか否かは､

議会の考慮すべき問題であると述べた｡これ

に対 し､デニ ング記録長官 (LordDenning

MR)は､名誉穀損について事前に知識を有

していたことが立証される場合を除き､末端

の配布者 (subordinatedistributor)が原告に

対 して責任を負うと判示された先例がないと

4 名誉穀損法の改正動向

して､反対意見を述べた｡配布者に対 して訴

訟を提起する原告の主要な目的は､配布経路

を遮断するという法の手続の範囲外にある付

随的なものであり､さらにプレスの自由は､

開かれた配布経路を維持することにかかって

いるとも述べた｡デニング記録長官の反対意

見によると､公表物が名誉敗損的表現を含む

ことを知っていたことが立証されるならば､

新聞 ･雑誌小売業者､書店などの末端の配布

者でも責任を負うことになる｡

ちなみに､善意の流布の免責事由は､印刷

者､複製者､放送局､および翻訳者には通用

されない｡

2 1996年名誉穀損法による公表責任

イギリスの議会は､通信技術の顕著な発展

がみられるなかで､実際に､善意の流布とい

う免責事由に関するコモンローを現代化 し､

法典化するために､1996年名誉牧場法-(Def-

amationAct1996)を制定した｡

この法律の 1条は､免責事由を電子メディ

アのオペレーターや生放送を行う放送事業者

にまで拡張することを目的としたものである

が､すでに ｢インターネット免責事由｣(the

lnternetdefence)と して知 られ る よ うに

なっている｡また､この規定は､コンピュ

サーブ (Compuserve)､ヨーロッパ ･オ ンラ

イン (EuropeOnline)､およびマイクロソフ

ト･ネットワーク (MicrosoftNetwork)の

三つの大手サービス ･プロバイダが協力して

オンライン･コミュニケーションにおけar名

誉敗損責任を明確化することを求めるロビー

活動を行った後､設けられたものである｡刑

事名誉敗損事件は､同法の規定の適用外とさ

れている｡

｢公 表 責 任｣(responsibilityforpublica-

tion)について規定 している同条は､名誉牧

場訴訟において､被告は､(a)当該表現の作成

者 (author)､編集者 (editor)､または発行

者 (publisher)でなかったこと､(b)その公表

に対 して相当の注意を払ったこと､および(C)

(3)Emmensv.Pottle(1885)16QBD354,Vizetellyv.Mudie'sSelectLibr;aw Ltd.[1900]2QB170.
(4)Goldsmithv.Spem-ngsLtd.[1977]iWLR478.
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その行動が名誉簸損的表現の公表の原因とな

りまたは寄与 したことを知らず､またそれを

信 じる理 由 もなかった こ と (neitherknew

norhadreasontobelievethathisactions

causedorcontributedtothepublicationof

thedefamatorystatement)を立証 で きる場

合には､免責事由を有する (1項)としてい

る｡通信システムのオペレーターは､そのシ

ステムを通 じてメッセージを伝達 しまたは提

供する者に対 して効果的な規制権を有 してい

ない場合には､作成者､編集者､または発行

者 とはみなされない (同条3項(e)号)｡ した

がって､プロバイダは､表現の存在を知らず､

またその存在を信 じる理由がない限 り､ユー

ザーが書き込んだ名誉駿損的表現に対 して責

任を負わないのである｡裁判所は､ある者が

相当の注意を払ったか､または自己の行為が

名誉投損的表現の公表の原因となりもしくは

寄与 したことを信 じる理由があったか否かを

決定するに当たって､(a)メッセージの内容ま

たはそれを公表する決定に対するその者の責

任の程度､(b)公表の性質または事情､および

(C)作成者､編集者､または発行者の以前の行

動または性格を考慮に入れなければならない

(同条5項)0

制定法による､このような解決策は､歓迎

すべきであるが､イギリス市民に関する名誉

敗損的表現が他の法域において公表されるな

らば､ほとんど効果がないであろう｡このよ

うな問題を解決するためには､国際条約によ

る統一的なアプローチが必要であると言わざ

るを得ない｡

3 ゴッドフリー対ディーモン ･インター

ネット社事件

1996年名誉投損法制定後､ゴッドフリー対

ディーモン ･インターネット社事件(5)におけ

る1999年のイングランドの高等法院女王座部

(HighCourt,Queen'sBenchDivision)の判

決が リーディング ･ケースとなっている｡

デ ィーモ ン ･イ ン ターネッ ト (Demon

lnternet)社は､ユースネット電子掲示板へ

のアクセスを提供するサービス ･プロバイダ

であるが､1997年 1月13日にアメリカにいる

特定不明の人物が､核物理学者であるローレ

ンス ･ゴッド71)一博士 (DrLaurenceGod-

frey)を偽装 してその名誉を敗損するような

メッセージを､ディーモン ･インターネット

社のニュースサーバーからアクセスできる掲

示板に書き込んだ｡

ディーモン ･インターネット社のユーザー

は､この名誉穀損的メッセージをそのニュー

スサーバーからダウンロー ドすることができ

たので､ゴッドフリー博士は､同月17日に､

ディーモン ･インターネット社に対 し､この

名誉殴損的メッセージの存在を知らせた上で､

その削除を要求 した｡ しか し､ディーモン･

インターネット社は､その要求に応 じなかっ

た｡結局､そのメッセージは､書き込みの 2

週間後に当たる同月27日に自動的に削除され

るまで､そのまま掲示板に残っていた｡

高等 法 院 の モーラ ン ド裁 判 官 (Justice

Morland)は､名誉牧場的表現の存在を知っ

たにもかかわらずそれを削除しなかったサー

ビス ･プ ロバ イダ､ディーモ ン･イ ンター

ネット社が名誉敦損法のもとで ｢発行者｣と

なっていたとして､1万5000ポンドの損害賭

償および23万ポンドの弁護士費用の支払いを

命 じた｡

ディーモン･インターネット社は､この判

決に対 して控訴する用意があったが､最終的

には諦めてそれに応 じることにした｡

(5)Godfrg v.DemonZntemetLtd.[1999]4AllER342,[2001]QB201,[1999]EMLR542.
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4 1996年名誉穀損琴と2002年電子商取引

(EC指令)規則の関係

2000年の ｢城内市場における情報社会サー

ビスの法的側面､特に電子商取引の法的側面

に関する欧州議会及び理事会指令｣(Direc-

tive2000/31/ECoftheEuropeanParliament

andoftheCouncilof8June2000oncer-

tainlegalaspectsofinformationsociety

services,inparticularelectroniccommerce,

intheInternalMarket)の規定 を国内法 に

編入 した2002年電子商取引 (EC指令)規則

(ElectronicCommerce(ECDirective)Reg-

ulations2002)は､サービス ･プロバイダが

｢単 な る導 管｣(mereconduit)(17粂)､

キャッシング (caching)(18条)､またはホス

ティング (hosting)(19条)を提供す る場合

の責任について規定している(6)0

この規則と1996年名誉敗損法 1条との関係

(すなわち､それらにより規定されている免責

事由のオーバーラップの範囲およびその違い)

については､多少不明な点があるものの､17

条のもとで ｢単なる導管｣としてサービスを

提供するサービス ･プロバイダが名誉敗損的

表現の存在を実際に認識 していた場合でも､

1996年名誉殴損法 1条の場合と異なって､そ

の免責事由を有することは明らかである｡ し

たがって､サービス ･プロバイダにとっては､

免責事由として､1996年名誉殴損法 1条の規

定より2002年電子商取引規則のほうが魅力的

である｡

Ⅱ 裁判管轄権に関する問題

1 法廷地漁 り

現行法では､インターネットにおける表現

は､そのサービスにアクセスすることが可能

な各々の法域において訴訟の原因となり得る

4 名誉牧場法の改正動向

ことを知らなければならない｡メッセージの

作成者､システム ･オペ レーター､サービ

ス ･プロバイダなどの参加者は､自分の法域

の法律だけではなく､そのメッセージを受信

することができるすべての法域の法律を考慮

に入れなければならない｡すべての法域のす

べての関係法を知ることを参加者に期待する

ことは無理であるにもかかわらず､各々の法

域の裁判所は､それを擬制し､責任を負わせ

ることになる｡

そこで､原告は､最 も有利な判決を得るた

めに法廷地漁 り (forum shopping)をして､

被告がほとんど関係のない法域において訴訟

を提起する場合 もある｡伝統的なメディアに

よって名誉を投損された原告にとって､比較

的厳格な名誉投損法を持つイングランドは､

法廷地漁 りの対象となり得る｡インターネッ

トの事件の場合でも､原告は､たとえばアメ

リカや日本から発信される表現について､ア

メリカ合衆国憲法修正 1条や日本国憲法21条

による言論の自由の保障が及ばないイングラ

ンドで訴訟を提起することが考えられる｡懲

罰的損害賠償 (punitivedamages)の考え方

がなく､また損害を査定し､婚償額を定める

陪審制度がないため､名誉簸損関係訴訟で認

められる損害賠償がコモンローの諸国に比べ

て低額である日本のような国の原告にとって､

損害婚債が特に高額であるイングランドは､

法廷地として魅力的であろう｡

ちなみに､イングランドの名誉投損訴訟に

おける損害賭償は､従来､陪審員が､相塊な

どについての裁判官によるガイダンスを一切

受けないで自由に算定するものとされてきた｡

その結果､1980年代までに損害頗償が ｢電話

番号｣のような数字に高額化 して､オール

デイング トン卿 (LordAldington)が戦争犯

罪に関するパンフレットについて提起 した訴

訟で､150万ポンドという額に達 した(7)｡ し

かし､今日､司法改革の結果として､名誉穀

(6)この規則について､詳しくは､Neill,Rampton,Rogers,AtkinsonandEardley(2009),20.14-2020;
Collins(2010),16.30-1692;MullisandDoley(2010),14.31-14.47参照｡

(7)この事件については､Davidi.Fisher,DefamationviaSatellite:AEuropeanLawPe†申ective(The
Hague,LondonandBoston:KluwerLawInternational,1998),55-56参照｡
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損訴訟における補償的損害賠償の上限は､人

身被害事件のそれを超えないように､最高22

万-25万ポンド程度となっている｡

イングラン ド法では､名誉簸損は､メッ

セージの発信地ではなく､受信地において生

じる｡そこで､原告は､イングランドにおい

て誰かが名誉投損的表現にアクセスしたこと

さえ立証できれば､訴訟を提起することがで

きる｡

2002年に世界中のメディアの注目を集めた､

オース トラリアのダウ ･ジョーンズ社対ガッ

トニック事件(8)は､この種の好例である｡こ

れは､イギリスの事件ではないが､イギリス

と同様なネ土合､価値観､判例法などを持つ英

連邦国の最高裁判決であることから､説得的

法源 として裁判で参照され､事実上裁判所の

判断の基礎 とされ得る｡

2 ダウ ･ジョーンズ社対ガッ トニック

事件

この事件では､2000年10月に､バ ロンズ

(Barron'S)という専門誌およびバ ロンズ ･

オンライン (Barron'sOnline)というオンラ

イン版に､ジョセフ ･ガットニック (Joseph

Gutniclく)氏 というオース トラ リア ･ヴィク

トリア州在住の有名な実業家の不適正な取引､

脱税問題などについての特別記事が掲載され

たことが争われた｡

ガットニック氏は､バロンズおよびバロン

ズ ･オンラインの発行者であるアメリカのダ

ウ ･ジョーンズ社に対 して､ヴィク トリア州

最高裁判所 (SupremeCourtofVictoria)で

訴訟を提起 した(9)｡その訴訟の対象は､ヴィ

クトリア州でその記事が公表され､同州で原

告の名誉が敦損されたとする限定的なもので

あった｡

ダウ ･ジョーンズ社の当該雑誌は世界中で

延べ30万5563部売れたものの､そのうち､わ

ずか14部がヴィク トリア州で販売されたにす

ぎなかった｡また､バロンズ ･オンラインに

ついては､世界中でそのサービスにアクセス

するために登録 していた55万名のうち､300

名だけがヴィク トリア州に在住 していた｡ち

なみに､ダウ ･ジョーンズ社の編集部 とバロ

ンズ ･オ ンラインのサーバーは､それぞれ

ニューヨーク州 とニュージャージー州にあっ

た｡

この事件は､オース トラ リア最高裁判所

(HighCourtofAustralia)まで争われたが､

裁判所は､インターネットでの情報の公表は

その内容が理解 で きる形 (comprehensible

form)でダウンロー ドされる場所および時点

で行われるという判決を言い渡 した｡重要な

のは､アップロー ドではなく､ダウンロー ド

の場所 と時点である｡

したがって､ヴィク トリア州におけるその

コンテンツの公表は､ヴィク トリア州にいる

ユーザーがそれが読める形でダウンロー ドし

た時点で発生 した｡そして､原告は､その訴

訟の対象をヴィク トリア州に限定 したため､

その記事の執筆および編集がニューヨーク州

で行われ､サーバー-のその記事のアップ

ロー ドがニュージャージー州で行われたにも

かかわらず､ヴィク トリア州の名誉蚊損法の

みが通用された｡

この判決は､世界的に注目を集めたが､従

来のイングランドの名誉敗損法から考えてみ

ると､当然のことであり､特に驚 くことはな

い｡ しかし､それでよいか否かは別の問題で

ある｡

世界の主要な印刷メディア (日本の英字新

聞を含む)の多 くがすでにグローバル ･アク

セスまたはウェブサイ トを提供するオンライ

ン ･サービスを通 じて各国からアクセスされ

得るということを考慮に入れると､ある個人

が､より有利な判決を得るために､自分の法

域よりも厳格な名誉敗損法を持つ他の法域に

おいて､誰かに当該記事をダウンロー ドさせ

ることが考えられる｡

(8)Dou)Jones& Company,Inc.V,Gutnick(2002)210CLR575.
(9)Gutnicki,.Dou)Jones& Company,Znc.[2001]VSC305;DowJones& Company,Inc.V.Gut-
nickl2001]VSCA249.
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Ⅳ 今後の名誉穀損法改正の立法化に

向けて

2011年 3月15日に､法 務 省 (Ministryof

Justice)は､言論の自由と名誉権の間の均衡

を適切に保つことを目的にした名誉蚊損法改

正法案の草案およびそれに関する諮問文書

(ConsultationPaper)(10)を公表 し､ 6月10日

まで公衆からコメントを求めることにした｡

その草案は､あくまで議論を活発化させるた

めの予備的な もので､同省 は､｢イ ンター

ネットにおける公表に対する責任｣を始め､

いくつかの重要な課題については､その時点

で規定しようとしないで､諮問文書のなかで

意見を求めることにした｡また､地域的には

その改正の対象は､イギリス全土ではなく､

イングランド法が通用されるイングランドお

よびウェールズに限定されていた｡

この諮問の実施と同時に､名誉敗描法改正

法案に関す る両院合同委員会 (Parliamen一

taryJointCommitteeontheDraftDefama-

tionBill)は､草案の中身を検討 し､10月19

日に報告 した(ll)0

法務省は､11月24日に､諮問における公衆

の意見をまとめたサマ リー(12)を公表 し､さ

らに2012年 2月29日に､その意見および両院

合同委員会の勧告について､諸問題に関する

政府の見解を明らかにする斌答書(13)を公表

した｡議会は､今後改正法案を審議すること

になるであろう(14)0

1 名誉穀損法一般に関する改正案

2011年 3月の諮問文書のなかの ｢大臣の序

文｣によると､ここ数年の間､現行の名誉簸

(10)MinistryofJustice,DylaftDefamationBill:

4 名誉穀描法の改正動向

損法は､言論の自由に萎縮効果をもたらして

いるという関心が高まっているそうである｡

特に大企業等権力者が､それに対する批判を

●なくすために､名誉穀損を理由に訴訟を提起

すると脅して､健全な科学的 ･学問的議論､

責任のある調査報道 (investigativejournaレ

ism)､およびNGOによる有用な活動を妨げ

ていると懸念されている｡また､イングラン

ド法が世界的に尊敬されるようにするために

は､原告が些細なことや根拠のないことを理

由に訴訟を提起できなくなること､および､

イギリスとほとんど関係のない原告にとって

イングランドが魅力的な法廷地でなくなるこ

とは望ましいとされている｡

これまで検討されてきたさまざまな提案の

うち､2012年 2月の回答書のなかで政府が支

持 している事項には､次のようなものが含ま

れる｡

･当該 公 表 が ｢深 刻 な被 害｣-(serious

harm)を惹起 したという､名誉投損訴

訟を提起するための要件の確立

･｢公共の利害に当たる事項に関する責任

のある公表｣(responsiblepublicationon

matterofpublicinterest)という制定法

上の免責事由の確立

･現行のコモンロー上の ｢正当性｣(justi-

fication)に取って代 わ る､｢実質 的真

実｣(substantialtruth)という制定法上

の免責事由の確立

･現行のコモンロー上の ｢公正な論評｣

(faircomment)に取って代 わ る∴｢正

当な意見｣(honestopinion)という制定

法上の免責事由の確立

･現行の絶対的免責特権 (absoluteprivi-

1ege)および相対的免責特権 (qualified

Consultation(ConsultationPaperCP3/ll)(London:
TheStat10neryOffice,March2011).

(ll)HLPaper203,HC930-Ⅰ.

(12)MinistryofJustice,DraftDefamationBill:SummaryOfResponsestoConsultation(Summaryof
ResponsestoConsultationCP(R)3/ll)(London:TheStationeryOffice,24November2011).

(13)MinistryofJustice,TheGovemmenE'sResponsetotheRepoytoftheJointCommitteeonthe

D71ajiDefamationBill(PrleSentedtoParliamentbytheL07･dChancellorandSecretaryOfStatefor
JusticebyCommandofHerMajesty)(cm 8295)(London:TheStationeryOffice,February2012)

(14) LordMcNally,Reform oftheLaw ofDefamation(SpeechtotheWestminsterLegalPolicy
Forum,15March2012).
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第5章 プロバイダ責任等に関する欧米の最新事情

privilege)という免責事由の現代化およ

び拡張

･原告が当該表現の最初の公表に関する1

年の出訴期限の後の､あらゆる発行者に

よる再公表について訴訟を提起できなく

なるという ｢一回のみの公表ルール｣

(singlepublicationrule)の確 立 (これ

は､インターネット時代において､同じも

のへのアクセスがある度に新たな訴訟原因

となる再公表が生じないようにするためで

ある｡)

･法廷地漁 りの対策 として､イングラン

ド･ウェールズが明らかに最 も適当な法

廷地でない限 り､裁判所が､EU加盟国

に住所 (domicile)を持たない被告に対

して管轄権を認めないという規定の新設

･裁判官が正義のために陪審による裁判を

命 じる場合を除き､陪審による裁判の推

定をなくす規定の新設 (これは､早期紛

争解決を助長するためである｡)

･法人 (corporation)が当該公表によって

被 る ｢相 当な金銭的被害｣(substantial

financialloss)の可能性を立証すること

ができない限り､また､裁判所による許

可を得ない限り､名誉敗損を理由に訴訟

を提起できないという規定の新設

･書店などの第二次公表者については､

1996年名誉簸損法 1条の制定前のコモン

ローが再び適用されるような善意の流布

の免責事由の改正

2 ｢インターネットにおける公表に対す

る責任｣に関する改正案

｢インターネットにおける公表に対する責

任｣については､諮問文書は､制定法によっ

てサービス ･プロバイダ､デイカッション･

フォーラム､書店などの第二次公表者に対す

る現行の保護が拡張されるべきか､または現

行法がどのように現代化 ･明確化されるべき

かについて意見を求めた｡それに対 して､多

くの回答者は､サービス ･プロバイダや電子

掲示板に対する保護の強化を支持 したが､そ

の詳細については､次のように意見が分かれ

ていた｡

･アメリカにおける著作権関連の紛争解決

方法をヒントに､サービス ･プロバイダ

が作成者と被害者の間で仲介者になり､

訴訟を提起されないようになること

･裁判所が名誉投損的表現の削除を命 じな

い限り､サービス ･プロバイダがそれに

対 し責任を負わないこと

･現行法の改正は不要であること

･現行法の内容を明確化する規定だけで十

分であること

これらは､いずれも諮問文書のなかで示唆

された選択肢である｡

この間題について､両院合同委員会は､

2011年10月に､次のように当該表現の作成者

が識別できる場合と識別できない場合を分け

るアプローチを勧告 している｡

作成者が識別され得る場合には､そのホス

トまたはサービス ･プロバイダは､迅速に当

該表現のそばに苦情申立ての通告 (noticeof

complaint)を公表 しなければならない｡そ

の通告は､言論の自由の保護を重視 しながら

当該公表の害 (sting)を軽減するのに働 くの

である｡それを怠って名誉敗損を理由に訴訟

を提起されたプロバイダは､第一次公表者が

抗弁できる免責事由に限定される｡

さらに､苦情申立人は､裁判所に当該表現

削除命令 (take-downorder)を求めること

ができる｡その場合､プロバイダは､作成者

に対 してその申立ての存在について知らせる

ことになり､当事者は､短い文書によって裁

判官に対 して主張できる｡プロバイダがただ

ちに当該表現削除命令に従わない場合には､

公表者として責任を負うことになる｡

作成者が識別され得ない場合には､苦情申

立てを受けたホス トまたはサービス ･プロバ

イダは､その時点から当該表現を削除すべき

である｡ しかし､プロバイダは､当該公表が

密告者 (whistle-blower)などによるもので､

公共の利害に当たると思われる場合に､それ

を削除 しないで裁判所に当該表現保存命令

(leave-uporder)を求めることができる｡

法務省は､2012年 2月の回答書のなかで､

この勧告についていつ くかの疑問を表明し､

結局ほかの選択肢を支持するスタンスを示 し
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た｡それは､苦情申立人が当該表現の作成者

を識別できない場合には､サービス ･プロバ

イダは､当事者の間の仲介者として活躍する

ことである｡苦情申立てを受けたプロバイダ

は､作成者に連絡するか､またはそれができ

ない場合にそれを削除しなければならない｡

最初の連絡で問題が解決されない場合には､

プロバイダは､苦情申立人に作成者の名前や

連絡先を知らせる義務を負い､苦情申立人は､

作成者のみに対 して訴訟を提起 したりするこ

とができる｡

法務省の見解では､このアプローチは､

サービス ･プロバイダの利害を守 りながら言

論の自由および名誉権の双方を保護するため

に最 も現実的かつ効果的な方法であるものの､

同省は､今後関係者と議論を進めて､その問

題点を解決 し､詳細を決めるとしている｡

政府が今後具体的にどのような改正法案を

公表するかは､大いに注目される｡

4 名誉殴損法の改正動向
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